
東京圏在住＆
東京圏のキャ

ンパスに通う

大学生・大学
院生のみなさ

んへ

兵庫県内の企業に就職して、県内の対象市町に引っ越した場合に

内定後

であれば、

交通費は在学中


（卒業・修了年度）の

申請も可能

です！

引越代補助対象市町（7市町）交通費補助対象市町（12市町）
姫路市、相生市、赤穂市、三木市、養父市、丹波市、
たつの市、多可町、神河町、太子町、上郡町、佐用町

姫路市、赤穂市、養父市、丹波市、

たつの市、多可町、神河町

卒業・修了日から１年以内かつ就業開始日から１年以内に申請ができます。
※交通費は、在学中（卒業・終了年度）に申請できます。申請まで


の流れ 就職活動 内定 卒業・修了 就職・移住 申請

就職活動にかかった交通費
引越代　最大108,000円を支給します！

最大16,000円

※交通費のみ
申請
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★兵庫県内の企業に就職＆県内の対象市町に引っ越した場合に

就職活動にかかった交通費

対象市町：表面に記載の12市町

引越代

対象市町：表面に記載の7市町

内定後であれば、
交通費は在学中

（卒業・修了年度）の
申請も可能です！

受付期間内に申請書と必要書類を添えて、各市町の窓口に申請してください（郵送可）。
①申請書、②就業先企業による証明書、③卒業・修了証明書（在学中に交通費を申請する場合は在学証明書）、④交通費又は引越代の
領収書、⑤本人確認書類、⑥移住元の住所を確認できる資料、⑦地方就職支援金の振込口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し
（①と②の入手方法については市町窓口にお問い合わせください。）

対象者になるには、以下全ての要件に当てはまっていることが必要です

大学又は大学院の卒業年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内（条件不利地
域を除く。以下同じ）のキャンパスに在学（原則４年以上）し、当該大学等を卒業・修了し
ていること（ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了見込みであること）
大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること

※東京圏内とは：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。

※交通費については、在学中の申請も可能です。詳細は下記 URL 及び QR コードから兵庫県 HP をご確認ください。

申請時において、卒業・修了日から１年以内かつ就業開始日から１年以内であること

（ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前１年以内であること）
兵庫県内の事業実施市町に、申請日から１年以上、継続して居住する意思を有していること

（ただし、在学中に交通費を申請する場合は、転入日から１年以上、継続して居住する意思を有していること）

暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
その他兵庫県及び事業実施市町が不適当と認めた者でないこと

（ただし、隣接府県への勤務を対象としている市町もあります。）

原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること

県内の事業実施市町とその窓口は


